
 
平成 31 年 4 月 24 日 

住 宅 局 安 心 居 住 推 進 課 

信頼できる家賃債務保証業者を選びましょう！ 
～登録家賃債務保証業者シンボルマークを制定～ 

 

 

 

 

 

１．背景 

○近年、賃貸住宅市場では、入居時における連帯保証人に代わって家賃債務保証業者に 

よる機関保証の利用が増加しています。 

○そのような中、家賃債務保証業務の適正な運営を確保し、賃借人等の利益の保護を図 

ることを目的に、保証業者を国に登録する「家賃債務保証業者登録制度」を平成 29 年 

10 月 25 日に創設しました。 

○今般、登録制度のより適切な運用と一層の周知・普及を図ることを目的として、登録 

業者であることを示す「登録家賃債務保証業者シンボルマーク」を制定しました。 

（商標登録 第６０６９００４号） 

 

２．シンボルマークのイメージ 

○家賃債務保証業者が「賃貸人」と「賃借人」との 

信頼関係が長く維持されることをサポートし、暮ら 

しへの安心をお届けする存在であることをイメー 

ジしてデザインしました。 

 

 

３．使用にあたって 

○シンボルマークは原則として、登録業者が使用できます。 

○シンボルマークは無料にて使用できます。 

○その他、使用方法等の詳細については、国土交通省のホームページをご参照ください。

（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000019.html） 

 
【問い合わせ先】 

国土交通省住宅局安心居住推進課 課長補佐 中島、係長 大津 

TEL：03-5253-8111（内線 39833、39864）、03-5253-8952（直通）、FAX：03-5253-8140 

平成 29 年 10 月に創設された「家賃債務保証業者登録制度」について、より適切な運用 

と一層の周知・普及を図ることを目的として、登録業者であることを示す「登録家賃債務 

保証業者シンボルマーク」を制定し、本日より使用を開始することとしましたので、お知 

らせします。 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000019.html


登録業者のメリット

○適正に家賃債務保証の業務を行うことができる者として国が登録
し情報提供

○登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対し家賃債務を保証する
場合に、住宅金融支援機構による家賃債務保証保険の引受けの対象

○専用住宅に低額所得者が入居する場合に実施可能な家賃債務保証
料の低廉化補助の対象

家賃債務保証業者登録制度の概要

○ 適正に家賃債務保証の業務を行うことができる者として一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に
登録する制度を創設し、その情報を広く提供します。

①家賃債務保証業者の登録制度の概要

②登録の基準

○ 以下の基準等に適合する家賃債務保証業者を登録

・暴力団員等の関与がない
・安定的に業務を運営するための財産的基礎（純資産額1,000万円以上）
・法令等遵守のための研修の実施
・業務に関する基準を規定した内部規則・組織体制の整備
・求償権の行使方法が適切である
・相談又は苦情に応ずるための体制整備
・法人の場合、家賃債務保証業を５年以上継続していること又は常務に従事
する役員のうちに、家賃債務保証業務に３年以上従事した経験がある

・使用人（事務所の代表者）について家賃債務保証業の経験が１年以上 等

○ 適正に家賃債務保証の業務を行うことができる者として一定の要
件を満たす家賃債務保証業者を国に登録することが可能（５年毎
の更新制）

○ なお、これは任意の登録制度であり、登録をしなくても家賃債務
保証業を営むことは可能

○ 登録の事務は国土交通省の地方整備局等で行うので、家賃債務
保証業者は、主たる事務所がある地域を管轄する地方整備局等に
登録申請等を行うこととなる

③業務適正化のためのルール

○ 登録された家賃債務保証業者は、以下のルール等を遵守

・登録業者の従業者であることを証する証明書の携帯
・暴力団員等の排除
・虚偽告知及び誇大広告の禁止
・違約金等について消費者契約法に反する契約の制限
・契約締結までに重要な事項に関する説明・書面交付
・契約締結時の書面交付
・賃借人毎の弁済履歴を記録した帳簿の備付け
・登録業者であることを表示する標識の掲示
・受領した家賃等について自己の財産と分別して管理
・業務及び財産の分別管理等の状況の報告 等

④登録業者に対する指導等

○ 登録業者に対して以下の指導等を実施

・適正な業務運営確保のための報告徴収及び資料提出
・違反行為等に係る指導、助言、勧告及び登録の抹消
・登録の取消等の事実の公表 等

※家賃債務保証業者登録規程（国土交通省告示）
公布：平成29年10月２日
施行：平成29年10月25日

別紙


